
尾張旭市監査公表第１５号 
令和８年２月３日付け尾張旭市監査公表第４号をもって公表した定例監査結果報告

について、令和８年３月１８日付け７都整第２５５号で市長から措置を講じた旨の通

知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の

規定により次のとおり公表します。 
令和８年３月３０日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
都市整備部都市整備課・三郷駅周辺整備推進室 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 尾張旭市会計規則（昭和５８年尾張旭市

規則第１１号。以下「会計規則」という。）

第１３条第１項によれば、簡易な方法（会

計規則第１０条）により納入の通知をした

納入義務者から納入の申出があったとき

は、納付書兼領収書（会計規則第２号様式）

を当該納入義務者に交付しなければなら

ないとされている。 
しかしながら、同課は、各筆各権利別清

算金明細書にかかる証明代について、納入

義務者に対して、簡易な方法により納入の

通知をしているにもかかわらず、納付書兼

領収書ではなく、別の様式（納入通知書兼

領収書（会計規則第１号様式））を交付し

ていた。 
収入の事務手続を適切に実施されたい。

　納入義務者に納付書兼領収書を交付す

るよう事務を改めた。 
　再発防止に向け、納付書兼領収書を保

管するファイルに各筆各権利別清算金明

細書で使用する旨の注意書きを貼付し

た。

 尾張旭市街づくり（狭あい道路路線整

備）支援の助成に関する交付要綱（平成　

３１年尾張旭市要綱等）第９条において、

除去及び移転対象者は、尾張旭市街づくり

（狭あい道路路線整備）支援要綱に関する

基準（平成２８年尾張旭市要綱等）第６条

に規定する助成金の交付を受ける場合は、

尾張旭市街づくり（狭あい道路路線整備）

支障物件の除去及び移転に対する助成金

交付申請書（以下「交付申請書」という。）

を市長に提出するものとされている。 

　要綱等と様式の整合を図るため、様式

の改正を行った。



 ここで交付申請書を見ると、「尾張旭市

街づくり（狭あい道路路線整備）支援要綱

に関する基準第５条の規定に基づく助成

金の交付を受けたいので、次のとおり申請

します。」とされ、本則と様式の整合がな

いものとなっていた。 
なお、実際に、除去及び移転対象者は、

この本則と整合のない様式を用いて助成

金の交付を申請していた。 
要綱等は整合性のとれたものとされた

い。

 本市の入札及び随意契約の公表に関す

る取扱要綱（平成１１年尾張旭市要綱等。

以下「公表取扱要綱」という。）によれば、

制限付き一般競争入札又は指名競争入札

による建設工事の契約について、契約締結

後に工事契約結果調書を公表する（以下こ

の公表を「工事契約の公表」という。）もの

とされている。 
しかしながら、同課は、暮らしのみち整

備工事（制限付き一般競争入札）の契約後

に、工事契約の公表をしていなかった。 
公表取扱要綱に沿った事務処理を漏れ

なく実施されたい。

　工事契約結果調書を作成し、公表した。

再発防止に向け、支出負担行為事務と同

時に公表資料作成事務を行うよう事務を

改めた。

 暮らしのみち整備工事の設計において、

舗装工のうち下層路盤工の数量を７０㎡

と計算していたが、数量計算書から工事数

量総括表への転記の際に、誤って「７２㎡」

と記載していた。 
こ の こ と に よ り 、 設 計 金 額 を　　　　　

１９，９９３，６００円（正しくは、　　　　　　

１９，９９０，３００円）としてしまい、

３，３００円の過大設計となっていた。 
設計事務を適切に実施されたい。

　変更設計を行い、適切な数量に修正し

た。再発防止に向け、数値の確認事務を行

う人数を増やすこととした。


